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1. C .53 形儲|知事 形式 図

気筒旺ß\ x 行程 450X660mm 俄 l地平重 lit Gill伝強制;1)
使日i 圧力 14.0kg/cm' " ('企 111) 

事醐
3.25m' 閥均車動輪上軍拡(迎転準備)
220.5 m' iJi:水 JI1 重抗{ " 
64.4 m' " (笠 )Ii) 

156.1 m' 水憎容 i込
140.9 m' 燃料 &'1 絞殺
13.5 rn' 弁装 i位の 極 ~l (外 間1])

アチ11 11 1.7 m' 製造初年
缶永容i'í1: 8.24m' 
大煙管(置径×長×数) 140 x 5500 x 28 
小僅'l'l'( " ) I 57X5500X88 

80.98 t 
72.88 t 
46.27 t 
49.00 t 
20.00 t 
17.0 m' 
12.00 t 

ワル Y ヤ ト式

ßil 荊 1 3:q' 

とし ， 新聞，ラ

級紙l区へ転用するための改造も簡単で

はないので全部廃車された。 し か し

C 53JIil はわが国で製作された性能の阪

秀な記念すべき 3 シ リ ンダ繊関車で

あ った。 {高桑五六)

じ こじ よう ぼ う 事故情報 旅客の

輸送に影響をおよぼす事故が発生した

場合， 旅客および公衆に周知させる必

裂のあるつぎの よ うな事項を総称して，

事故情報とし、う。

l 列車， 自動車， 船舶の迎行不能

または遅延状況および開通見込

2 不通区間の辿絡施設または迂回

(うかし、)経路，これには私鉄等を含む

3 迎行時間 ・ 行先 ・ 経路の変更

4 旅客， 荷物の取扱停止 ・ 制限

5 滞留旅客に対する措i位

6 その他必裂な llr項

情報の報道は迅速，がJll(ti， 懇切を旨

ジオ ， IlRJ包示， その他に よ り行う。 (竹村浅次郎)

じ 乙し ょ うめい し ょ 事故証明書 巡送品を着駅で荷受人にを D 50形程度の大 ω h 

きさとし， 急行迷 -三デヰ』 と\
皮に適するように ~副理包畠通湿iIiiI邸溢L:蝿 温』 ム

動輪直径を 1 ，750 .WÌi・a園田EEEE曹岡田園田園田E

mm とした。 この円一 一一ι一一世ームーι 二二二二=-----之さ三
ため俄関車ill心の 2. C 53 形蛾凶 111

引渡すさい， 巡送品に滅失， き銅の損容がありまたは延着した

などの * 第一節荷物事故があった場合に， 荷受人からの要求に

よって ， 着駅駅長が発行し交付する脅類。その交付は， 鉄道巡

輸規絞首l; 34 条に よ って， 最北道に義務づけられてい る。

引波当時の数泣 ・ 状態・引i度目時などの事実を証明するもの
iE11 さが~過ぎないように設計に苦心が払われている。すな

わち化担L煙突の廃止， 給水 1J11熱線の位置をl)Î1万台わくの下

回につり ， 先従輸は在来直径 940 mm であったのを ， 860 mm

として台車のi刊さ を低め， 砂絡を歩み板上におくなどであ

る。木形式は 3 シリ γ ダのため， 各シリソダの1直径は小さ

いものでよいのてdへひ.巡íT!.1Jを起すことが少ない。シリンダ

を 3 分するので走り装置のill iïIが I科大するが， これは滋|刻

111のm心を下け'ることにもなる。 3γ リ ンダ式の方が引破

力が一線で粘着重量が有効に使用でき j温風もー俄である

から燃焼状態が良好となるなどの利点がある。

第 号 事故証明啓

|剖三閉1器斗
引渡月日| 月 日( I引車両足号寄号 列 JI1 帯 号 | 第 列車

荷玄万丈頁! 経由自i!名及
び経由駅名

申見
釜茎旦血豆 駅
荷造異状の

主連勝， ピストン俸およひ.主動 IUlhには特殊鋼を使用して

いる。中央シ リ γ 〆は傾斜しており ， 主動ilidjはクラ γP を有

している。パラソシングに特別の工夫をしたので重量:を経

滅し ， またクランク腕のような特殊鋼材を節約している。

弁装位は外側シリソダの弁に対してはワノレシャー ト 式弁裟

i世であるが，中央シリソダの弁をíT!.1Jかすにはグレスレ 一式

お研警
おける l純物
の盤ii]:若く
f�. 11: 1i1l 

上記の と おり部明します

によって左右の弁装置から巡動をと っている。先台11工はエ

コ ノ ミ式復元裟1泣を有するポギー台司iであり，従台"11はコイノレ

ばねによって復元力を生ずる 1 取h心向き合11iであるが， 取h*ff と

担ばねのl尚にコロを有している。 I!ね装置としては前はポギー

中心による 1 点と第一動輪以後の左右各一群からなる 3 点支持
方式である。

C53 形は予期のとおりの性能を発拘i したので，製造問数も 97

両に述し，東海道， 山陽線の急行j羽 とし て活躍していたのであ

るが， 狭軌で 3 ・/リ γ 〆であるため附造的にむりがあった。 す

なわち中央シリ γ 〆が合わくの内側にあり ，そのため巡動部分

の附造が復雑で保守には前例であ った。 また主合わ く のシリン

l゚j ~I 年月 日
鉄 道管 四局

殿 駅 長問

であって，必ずしも鉄道に責任があるということの証明ではな

し穴任の所在については， IH故証明訟にかかわりなく ， 事故

の突↑，'ì rJ\j査によって明らかにされる。したがって荷主が鉄道に

対し狽害賠償を請求するに当 っ て ， 是非必要な詩類でゐる とい

うことではない。しかしながら， 鉄道が発行する l:lr故斑明書は，
公正に引渡当時の現状を証明する もの として， 荷主11，1の商取引，

巡送保険契約などにも質裂な:w:殺を持つものであるから，その

発行にあたってはもっとも厳正をJt!Jするとともに， いたずらに

発行をいとって荷主に迷惑を与える ような こ と があってはなら
ない。

国鉄の発行する事故前ー明訟はl京貝1I として引波当 日 1 通にか
ダI反付 t;~i)が弱く ， この部にさ.1'1-つが発生して闘 った。それと 2 ぎり発行することにな っ ているが，荷主から後日発行，または
γ リ γ ダで C53 形より強力な C59 形が昭和 16 年から出現した 2 通以上の発行について請求がある場合には，駅長は鉄道管11l!
こと ， および戦後幹線電化の急速な進展に伴ない， C 53J~は下 局長の承認を得てこれに応じるこ と ができるこ と に定められて
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